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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
流体の反応原料を反応させるための反応容器と、伝熱管を有し、前記反応容器内に並んで
設けられる複数の伝熱プレートと、前記伝熱管に熱媒を供給する装置と、を有し、
前記反応容器は、供給された流体が、隣り合う伝熱プレート間の隙間を通って排出される
容器であり、
前記伝熱プレートは、断面形状の周縁又は端縁で連結している複数の前記伝熱管を含み、
隣り合う伝熱プレート間の隙間に触媒が充填されるプレート式反応器において、
隣り合う伝熱プレート間の隙間を、反応容器内における流体の流通方向に沿って、充填さ
れた触媒を収容する複数の区画に仕切る仕切りをさらに含み、
前記各隙間において、充填される触媒が流動して行き渡る部分を区画としたときに、
通気性を有し、各区画の端部に着脱自在に固定され、各区画に収容された触媒を保持する
ように各区画の端部を塞ぐ複数の通気栓をさらに含み、
前記仕切り及び伝熱プレートの一方又は両方は、前記通気栓を係止するための第一の係止
部を有し、
前記通気栓は、通気性を有すると共に触媒を通さない通気板と、通気板の周縁の一部又は
全部に通気板に対して垂直に設けられるスカート部と、前記スカート部に設けられて前記
第一の係止部と着脱自在に係止する第二の係止部とを有することを特徴とするプレート式
反応器。
【請求項２】
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前記複数の区画のそれぞれの容積が同じであることを特徴とする請求項１に記載のプレー
ト式反応器。
【請求項３】
前記複数の区画のそれぞれの容積が１～１００Ｌであることを特徴とする請求項１または
２に記載のプレート式反応器。
【請求項４】
前記複数の仕切りの間隔が０．１～１ｍであることを特徴とする請求項１～３のいずれか
一項に記載のプレート式反応器。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか一項に記載のプレート式反応器を用いて、このプレート式反応器
の伝熱プレート間の隙間に充填された触媒の存在下で流体の反応原料から反応生成物を製
造する方法であって、
前記反応原料に、エチレン；炭素数３及び４の炭化水素、並びにターシャリーブタノール
からなる群から選ばれる少なくとも１種、又は炭素数３及び４の不飽和脂肪族アルデヒド
からなる群から選ばれる少なくとも１種；炭素数４以上の炭化水素；キシレン及びナフタ
レンの一方又は両方；オレフィン；カルボニル化合物；クメンハイドロパーオキサイド；
ブテン；又はエチルベンゼン；を用い、
酸化エチレン；炭素数３及び４の不飽和脂肪族アルデヒド及び炭素数３及び４の不飽和脂
肪酸の少なくとも一方；マレイン酸；フタル酸；パラフィン；アルコール；アセトン及び
フェノール；ブタジエン；又はスチレン；である反応生成物を製造することを特徴とする
、反応生成物の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はプレート式反応器及びそれを用いて反応生成物を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロパン、プロピレン、又はアクロレインの気相接触酸化反応のような、発熱又は吸熱
を伴い、粒状の固体触媒が用いられる気相反応に用いられる反応器としては、例えば、ガ
ス状の原料を反応させるための反応容器と、伝熱管を有し、前記反応容器内に並んで設け
られる複数の伝熱プレートと、前記伝熱管に熱媒を供給する装置と、を有し、前記反応容
器は、供給されたガスが、隣り合う伝熱プレート間の隙間を通って排出される容器であり
、前記伝熱プレートは、断面形状の周縁又は端縁で連結している複数の前記伝熱管を含み
、隣り合う伝熱プレート間の隙間に触媒が充填されるプレート式反応器が知られている（
例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このようなプレート式反応器は、一般に、隣り合う伝熱プレート間の隙間に形成される
複数の触媒層を有し、また伝熱プレートと触媒との接触性に優れていることから、前記気
相反応による生成物を大量に効率よく製造する観点で優れている。
【０００４】
　一方で前記気相反応では、気相反応を制御する観点から、触媒の充填状態の均一化が望
まれている。プレート式反応器では、隣り合う伝熱プレート間の隙間に層状に触媒が充填
されることから、前記隙間のそれぞれ及び全てに触媒を一定に充填することが難しく、前
記隙間に均一かつ容易に触媒を充填することができる技術が望まれていた。
【０００５】
　また、触媒が前記隙間に一定に充填されなかった場合や、前記隙間における一部の触媒
が劣化した場合には、その隙間全体の触媒を取り出して再度触媒を充填する必要があった
。このため、前記隙間における触媒の充填状態の調整を容易に行うことができる技術が望
まれていた。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２０２４３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、隣り合う伝熱プレート間の隙間に均一かつ容易に触媒を充填することができ
、かつ前記隙間における触媒の充填状態を容易に調整することができるプレート式反応器
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、プレート式反応器における隣り合う伝熱プレート間の隙間に、反応ガス等の
反応原料やその反応生成物のような流体の流通方向に沿って、触媒を収容することができ
る複数の区画を形成し、さらに各区画で独立して触媒の充填と抜き出しとを行うことが可
能なプレート式反応器を提供する。
【０００９】
　すなわち本発明は、流体の反応原料を反応させるための反応容器と、伝熱管を有し、前
記反応容器内に並んで設けられる複数の伝熱プレートと、前記伝熱管に熱媒を供給する装
置と、を有し、前記反応容器は、供給された流体が、隣り合う伝熱プレート間の隙間を通
って排出される容器であり、前記伝熱プレートは、断面形状の周縁又は端縁で連結してい
る複数の前記伝熱管を含み、隣り合う伝熱プレート間の隙間に触媒が充填されるプレート
式反応器において、前記各隙間において、充填される触媒が流動して行き渡る部分を区画
としたときに、通気性を有し、各区画の端部に着脱自在に固定され、各区画に収容された
触媒を保持するように各区画の端部を塞ぐ複数の通気栓をさらに有するプレート式反応器
を提供する。
【００１０】
　また本発明は、隣り合う伝熱プレート間の隙間を、反応容器内の流通方向に沿って、充
填された触媒を収容する複数の区画に仕切る仕切りをさらに有する前記のプレート式反応
器を提供する。
【００１１】
　また本発明は、前記仕切り及び伝熱プレートの一方又は両方が前記通気栓を係止するた
めの第一の係止部を有し、前記通気栓は、通気性を有すると共に触媒を通さない通気板と
、通気板の周縁の一部又は全部に通気板に対して垂直に設けられるスカート部と、前記ス
カート部に設けられて前記第一の係止部と着脱自在に係止する第二の係止部とを有する前
記のプレート式反応器を提供する。
【００１２】
　また本発明は、前記複数の区画のそれぞれの容積が同じである前記のプレート式反応器
を提供する。
【００１３】
　また本発明は、前記複数の区画のそれぞれの容積が１～１００Ｌである前記のプレート
式反応器を提供する。
【００１４】
　また本発明は、前記複数の仕切りの間隔が０．１～１ｍである前記のプレート式反応器
を提供する。
【００１５】
　また本発明は、前記の本発明のプレート式反応器を用いて、このプレート式反応器の伝
熱プレート間の隙間に充填された触媒の存在下で流体の反応原料から反応生成物を製造す
る方法であって、前記反応原料に、エチレン；炭素数３及び４の炭化水素、並びにターシ
ャリーブタノールからなる群から選ばれる少なくとも１種、又は炭素数３及び４の不飽和
脂肪族アルデヒドからなる群から選ばれる少なくとも１種；炭素数４以上の炭化水素；キ
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シレン及びナフタレンの一方又は両方；オレフィン；カルボニル化合物；クメンハイドロ
パーオキサイド；ブテン；又はエチルベンゼン；を用い、酸化エチレン；炭素数３及び４
の不飽和脂肪族アルデヒド及び炭素数３及び４の不飽和脂肪酸の少なくとも一方；マレイ
ン酸；フタル酸；パラフィン；アルコール；アセトン及びフェノール；ブタジエン；又は
スチレン；である反応生成物を製造する、反応生成物の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のプレート式反応器では、前記通気栓を有することから、例えば伝熱プレートに
おける伝熱管の軸方向の長さが２ｍ以下であるような、仕切りを有さないプレート式反応
器において、各区画の容量に応じた量の触媒を充填することができ、各区画において触媒
の充填状態を一定にすることによって、プレート式反応器における隣り合う伝熱プレート
間の隙間全体に触媒を均一に充填することができる。また、隣り合う伝熱プレート間の隙
間に充填された触媒を区画単位で取り出すことができる。したがって、本発明のプレート
式反応器では、前記仕切りの材質や形状に関わらずに通気栓を設置することができ、従来
のプレート式反応器に比べて、隣り合う伝熱プレート間の隙間に均一かつ容易に触媒を充
填することができ、かつ前記隙間における触媒の充填状態を容易に調整することができる
。
【００１７】
　また本発明のプレート式反応器では、前記仕切りと前記通気栓とを有することから、仕
切りによって形成される各区画の容量に応じた量の触媒を充填することができ、各区画に
おいて触媒の充填状態を一定にすることによって、プレート式反応器における隣り合う伝
熱プレート間の隙間全体に触媒を均一に充填することができる。また、隣り合う伝熱プレ
ート間の隙間に充填された触媒を区画単位で取り出すことができる。したがって、本発明
のプレート式反応器では、従来のプレート式反応器に比べて、隣り合う伝熱プレート間の
隙間に均一かつ容易に触媒を充填することができ、かつ前記隙間における触媒の充填状態
を容易に調整することができる。
【００１８】
　また本発明のプレート式反応器は、前記第一の係止部と前記通気板と前記スカート部と
前記第二の係止部とを有すると、各区画の端部へ通気栓を十分な強度で固定すると共に通
気栓の着脱操作を容易に行う観点からより一層効果的である。
【００１９】
　また本発明では、前記複数の区画のそれぞれの容積が同じであることが、各区画におけ
る触媒の充填状態を容易に一定にする観点からより一層効果的である。
【００２０】
　また本発明は、前記複数の区画のそれぞれの容積が１～１００Ｌであることが、各区画
における触媒の充填作業を容易にする観点からより一層効果的である。
【００２１】
　また本発明は、前記複数の仕切りの間隔が０．１～１ｍであることが、各区画における
触媒の充填作業を容易にする観点からより一層効果的である。
【００２２】
　また近年、化学製品は大規模設備において、大量生産されることが多く、製造設備内に
設置される反応器は大型化され、挿入される触媒量も大量となっていて、大型反応器に触
媒を均一に、効率よく充填することは非常に重要である。特に、反応熱が発生或いは吸収
され、反応熱による温度上昇或いは下降が、反応速度や反応成績、更には触媒の劣化程度
に影響する反応の場合には、反応原料と触媒とを均一に接触させることが、より良い反応
器を設計する上で、重大問題である。
【００２３】
　本発明のプレート式反応器は、各区画に触媒を均一に充填することができることから、
伝熱プレート間の隙間に触媒を均一に充填することができる。このため、本発明のプレー
ト式反応器は、触媒の性能や寿命に影響を及ぼす程の大きな発熱又は吸熱を伴う可能性の
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ある接触反応において、触媒の均一な充填による良好な反応を行うことができる。したが
って、本発明のプレート式反応器を用いて、反応原料に、エチレン；炭素数３及び４の炭
化水素、並びにターシャリーブタノールからなる群から選ばれる少なくとも１種、又は炭
素数３及び４の不飽和脂肪族アルデヒドからなる群から選ばれる少なくとも１種；炭素数
４以上の炭化水素；キシレン及びナフタレンの一方又は両方；オレフィン；カルボニル化
合物；クメンハイドロパーオキサイド；ブテン；又はエチルベンゼン；を用い、酸化エチ
レン；炭素数３及び４の不飽和脂肪族アルデヒド及び炭素数３及び４の不飽和脂肪酸の少
なくとも一方；マレイン酸；フタル酸；パラフィン；アルコール；アセトン及びフェノー
ル；ブタジエン；又はスチレン；である反応生成物を製造することによって、反応生成物
の大量生産においても長期に安定した生産を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明のプレート式反応器の一実施の形態における構成を概略的に示す図である
。
【図２】図１のプレート式反応器をＡ－Ａ'線に沿って切断したときの断面を示す図であ
る。
【図３】図１のプレート式反応器をＢ－Ｂ'線に沿って切断したときの断面を示す図であ
る。
【図４】隣り合う伝熱プレート３とその間に設けられる仕切り５を示す図である。
【図５】仕切り５を示す図である。
【図６】隣り合う伝熱プレート３とその間に設けられる仕切り５及び通気栓６を示す図で
ある。
【図７】通気栓６の斜視図である。
【図８】通気栓６の展開図である。
【図９】通気栓６と仕切り５との着脱自在構造を示す図である。
【図１０】通気栓６の取り外しに用いられる工具の一例を示す図である。
【図１１】本発明に用いられる仕切りの他の例を示す図である。
【図１２】本発明に用いられる仕切りの他の例を示す図である。
【図１３】本発明に用いられる仕切りの他の例を示す図である。
【図１４】本発明に用いられる仕切りの他の例を示す図である。
【図１５】本発明に用いられる仕切りの他の例を示す図である。
【図１６】通気栓６と仕切り５との他の着脱自在構造を示す図である。
【図１７】本発明に用いられる通気栓の他の例を示す図である。
【図１８】本発明に用いられる通気栓の他の例を示す図である。
【図１９】本発明に用いられる通気栓の他の例を示す図である。
【図２０】本発明に用いられる通気栓の他の例を示す図である。
【図２１】本発明に用いられる通気栓の他の例を示す図である。
【図２２】本発明に用いられる通気栓の他の例を示す図である。
【図２３】本発明に用いられる通気栓の他の例とその着脱固定構成とを示す図である。
【図２４】本発明に用いられる通気栓の他の例とその着脱固定構成とを示す図である。
【図２５】本発明に用いられる通気栓の他の例を示す図である。
【図２６】図２５の通気栓に用いられる通気部材の他の例を示す図である。
【図２７】図２５の通気栓に用いられる通気部材の他の例を示す図である。
【図２８】図２５の通気栓に用いられる係止バネの他の例を示す図である。
【図２９】図２５の通気栓に用いられる係止バネの他の例を示す図である。
【図３０】図２５の通気栓に用いられる係止バネの他の例を示す図である。
【図３１】図２５の通気栓に用いられる係止バネの他の例を示す図である。
【図３２】図２０に示される通気部材と係止バネの他の例とによる通気栓の一例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
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【００２５】
　本発明のプレート式反応器は、流体の反応原料を反応させるための反応容器と、伝熱管
を有し、前記反応容器内に並んで設けられる複数の伝熱プレートと、前記伝熱管に熱媒を
供給する熱媒供給装置と、通気性を有し、各区画の端部に着脱自在に固定され、各区画に
収容された触媒を保持するように各区画の端部を塞ぐ複数の通気栓と、を有する。本発明
のプレート式反応器は、隣り合う伝熱プレート間の隙間を、反応容器内の通気方向に沿っ
て、充填された触媒を収容する複数の区画に仕切る仕切りをさらに有してもよい。
【００２６】
　本発明において、前記反応原料は流体である。また、反応原料の反応によって得られる
反応生成物も流体である。反応原料及び反応生成物は、触媒を含む充填物が前記区画に充
填されてなる触媒層を流通する流動性を有する。このような反応原料及び反応生成物の状
態としては、液体、気体、及びこれらの両方を含む状態が挙げられる。
【００２７】
　また本発明において、区画とは、前記各隙間において、充填される触媒が流動して行き
渡る部分を言う。前記仕切りを有さないプレート式反応器では、区画は前記隙間を意味し
、前記仕切りを有するプレート式反応器では、区画は仕切りと伝熱プレートとで区切られ
る部分を意味する。ただし、仕切りを有するプレート式反応器のうち、一部の隙間にのみ
仕切りを有するプレート式反応器では、区画は、仕切りと伝熱プレートとで区切られる部
分と、仕切りが設けられていない前記隙間との両方を意味することがある。
【００２８】
　さらに、本発明において、通気とは、反応原料や反応生成物の状態の一つである気体が
通ることを意味するが、反応原料や反応生成物の状態が気体以外の流体（例えば液体）で
ある場合では、この流体が通ることをも意味する。
【００２９】
　前記反応容器には、反応容器における通気方向に並列する複数の伝熱プレートと、隣り
合う伝熱プレート間の隙間に触媒が充填されてなる、反応容器における通気方向に並列す
る複数の触媒層とが形成される。反応容器には、例えば、通気方向に対する横断面の形状
が矩形であるケーシングや、前記横断面の形状が円形であるシェルが用いられる。
【００３０】
　前記反応容器は、供給された流体が隣り合う伝熱プレート間の隙間を通って排出される
容器であり、通常、一対の通気口を有する。前記一対の通気口は、一方が反応容器に供給
される反応原料の供給口となり、他方が反応容器で生成した反応生成物の排出口となる。
通気口の形態は、反応容器への流体の供給と反応容器からの流体の排出とが行われる形状
であれば特に限定されない。一対の通気口は、対向して設けられていることが好ましい。
このような通気口としては、例えば、ケーシングやシェルの両端に設けられる一対の通気
口や、シェルの中心軸を含む中心部とシェルの内周部とにそれぞれ円筒状に形成され、シ
ェルの横断面において放射状に流体を通気させる一対の通気口が挙げられる。
【００３１】
　前記伝熱プレートは、断面形状における周縁又は端縁で一方向に連結している複数の伝
熱管を含む板状に形成される。
【００３２】
　このような伝熱プレートは、特許文献１に開示されているように、円弧、楕円弧、多角
形等のパターンが連続して形成された二枚の波板を、両波板のパターンの端に形成される
凸縁で互いに接合することによって形成することができる。又は伝熱プレートは、複数の
前記伝熱管を周縁又は端縁で連結して形成することができる、又は伝熱プレートは、複数
の前記伝熱管を反応容器において周縁又は端縁で接するように積み重ねて形成することが
できる。
【００３３】
　伝熱プレートの形状は、反応容器の形状や大きさに応じて決められるが、一般に矩形で
ある。また伝熱プレートの大きさは、反応容器の形状や大きさに応じて決められるが、例
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えば矩形の伝熱プレートである場合には、縦（すなわち伝熱管の連結高さ）が０．５～３
ｍであり、横（すなわち伝熱管の長さ）が０．５～１０ｍである。
【００３４】
　反応容器において隣り合う伝熱プレートは、伝熱プレートの表面の凸縁が互いに対向す
るように並べられてもよいし、一方の伝熱プレートの表面の凸縁が他方の伝熱プレートの
表面の凹縁に対向するように並べられてもよい。隣り合う伝熱プレート間の距離は、伝熱
管の横断方向において伝熱プレート間に３～４０ｍｍの幅の隙間が形成されるように、各
伝熱プレートにおける伝熱管の長軸間の距離の平均値で、１０～５０ｍｍ（隣り合う伝熱
プレートにおける伝熱管の幅の半値の和の１．１～２倍）の範囲で設定することができる
。
【００３５】
　伝熱プレートにおける伝熱管は、反応容器内の通気方向に対して直交する方向に延出す
るように形成されていること、すなわち伝熱管を流れる熱媒の方向が反応容器内の通気方
向に対して直交する方向であること、が、伝熱管中の熱媒の温度の調整によって反応原料
の反応を制御する観点から好ましい。
【００３６】
　前記伝熱管は、伝熱管内の熱媒と伝熱管に外接する触媒層との間で熱が交換される伝熱
性を有する材料で形成される。このような材料としては、例えばステンレス及び銅が挙げ
られる。伝熱管の断面形状は、円形でもよいし、楕円形やラグビーボール型等の略円形で
もよいし、矩形等の多角形でもよい。伝熱管の断面形状における周縁とは、円形における
周縁を意味し、伝熱管の断面形状における端縁とは、略円形における長軸端の縁や、多角
形における一角の縁を意味する。
【００３７】
　一枚の伝熱プレート中の複数の伝熱管のそれぞれにおける断面の形状及び大きさは、一
定であってもよいし異なっていてもよい。伝熱管の断面形状の大きさは、例えば伝熱管の
幅が５～５０ｍｍであり、伝熱管の高さが１０～１００ｍｍである。
【００３８】
　前記熱媒供給装置は、前記伝熱管に熱媒を供給する装置であればよい。このような熱媒
供給装置としては、例えば、複数の伝熱管の全てに一方向に熱媒を供給する装置や、複数
の伝熱管の一部に一方向に熱媒を供給し、複数の伝熱管の他の一部には逆方向に熱媒を供
給する装置が挙げられる。熱媒供給装置は、前記伝熱管を介して反応管内外で熱媒を循環
させる装置であることが好ましい。前記熱媒供給装置は、熱媒の温度を調整する装置を有
することが、反応容器における反応を制御する観点から好ましい。
【００３９】
　前記仕切りは、隣り合う伝熱プレート間の隙間に、反応容器内の通気方向に沿って設け
られ、前記隙間に複数の区画を形成する。前記仕切りは、各区画に触媒が充填されたとき
に、各区画に触媒を保持することができる部材であればよい。前記仕切りは、伝熱プレー
トと同じ材料で形成されることが好ましく、伝熱性を有することが好ましく、反応容器に
おける反応原料及び反応生成物に対する反応性を有さないことが好ましく、反応容器にお
ける反応が発熱反応である場合には耐熱性を有することが好ましい。また前記仕切りは、
各区画内に充填された触媒を保持する観点から、剛性を有することが好ましい。このよう
な仕切りとしては、例えば、ステンレス製の板、角棒、丸棒、網、グラスウール、及びセ
ラミック板が挙げられる。
【００４０】
　さらに前記仕切りは、それぞれの伝熱管の外壁の表面に接する形状であることが、各区
画内に充填された触媒を保持する観点から好ましく、伝熱管の外壁の表面に密着する形状
であることがより好ましい。また前記仕切りは、正面図が隣り合う伝熱プレート間の最短
距離の幅を有する四角形となる形状であることが、仕切りを容易に設置する観点から好ま
しい。
【００４１】
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　前記仕切りは、仕切りによって形成される区画の容積が、一区画への触媒の充填を正確
かつ容易に行うことができる観点から、１～１００Ｌとなる間隔で設けられることが好ま
しい。仕切りによって形成される区画のそれぞれの容積は、同一であってもよいし異なっ
ていてもよいが、全区画への触媒の正確かつ容易な充填の観点から同一であることが好ま
しい。前記一区画の容積は、１．５～３０Ｌであることがより好ましく、２～２５Ｌであ
ることがさらに好ましく、２～１５Ｌであることがさらに一層好ましい。また、仕切り間
の距離は、同様の観点から０．１～２ｍであることが好ましい。
【００４２】
　前記仕切りは、仕切りの性状に応じて適宜に伝熱プレート間の隙間に設けることができ
る。例えば可撓性を有する仕切りや、伝熱プレート間の最短距離の幅を有する形状の仕切
りは、予め反応容器に設置されている複数の伝熱プレートにおける隣り合う伝熱プレート
間の隙間に挿入することによって伝熱プレート間の隙間に設けることができる。また、伝
熱プレートの表面に密着する形状の仕切りは、反応容器に伝熱プレートを設置する際に、
伝熱プレートと仕切りとを交互に設置することによって伝熱プレート間の隙間に設けるこ
とができる。
【００４３】
　前記通気栓は、各区画の通気性と触媒の保持とを両立する部材であって、各区画の通気
方向における端部に着脱自在に固定される部材である。通気栓は、各区画からの触媒の漏
れを防止することが可能であれば、各区画における通気方向の上流側の端部に設けてもよ
いし、下流側の端部に設けてもよいし、両端部に設けてもよい。また通気栓は、全体が通
気性を有していてもよいし、各区画の通気方向に対してのみ通気性を有していてもよい。
【００４４】
　前記通気栓は、各区画における通気性を確保する観点から、各区画の通気方向に対する
開口率が１０％以上であることが好ましい。前記開口率は、さらに、通気栓を区画の端部
に固定したときの圧力損失の発生を防止する観点から、２０％以上であることがより好ま
しく、３０％以上であることがさらに好ましい。
【００４５】
　また前記通気栓は、各区画に触媒を保持する観点から、各区画の通気方向に対する孔径
が５ｍｍ以下であることが好ましく、３ｍｍ以下であることがより好ましく、１ｍｍ以下
であることがさらに好ましい。
【００４６】
　前記通気栓は、通気性を有する一以上の部材によって構成することができる。前記通気
栓としては、例えば、板状の網や多孔板等の通気板；この通気板を筒状に成形した形状の
通気筒；前記通気板と、その周縁の一部又は全部に通気板に対して垂直に設けられるスカ
ート部とを有する部材；及び、断面形状が円形又は矩形の第一の通気筒と、第一の通気筒
の内側に収容され、かつ摺動自在な第二の通気筒とを有する通気性二重管；が挙げられる
。前記通気筒、スカート部を有する部材、及び通気性二重管は、触媒を保持するための十
分な強度を得る観点から好ましい。前記スカート部を有する部材は、各区画の端部におけ
る着脱を容易に行う観点からさらに好ましい。
【００４７】
　前記スカート部を有する部材において、前記通気板は、各区画からの触媒の漏れを防止
する観点から、各区画の断面形状と同じ形状であることが好ましい。前記スカート部は、
通気板の周縁の一部に、例えば各区画において対向する仕切り又は伝熱プレートに接する
一対のスカート部として設けられることが、通気栓の着脱自在な固定を容易に行う観点か
ら好ましく、通気板の周縁の全部に設けられることが、通気栓の強度を高める観点から好
ましい。また、スカート部は、通気板の両面側に突出するように設けられてもよいし、通
気板の片面側のみに突出するように設けられてもよい。
【００４８】
　前記通気栓は、各区画の端部において着脱自在に固定される。着脱自在に固定するため
の構成は、通気栓の固定及び取り外しを容易に行う観点、及び触媒を保持するのに十分な
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強度で通気栓を固定する観点から、区画側、すなわち伝熱プレート及び仕切りの一方又は
両方に設けられる第一の係止部と、この第一の係止部と着脱自在に係止する、通気栓に設
けられる第二の係止部とであることが好ましい。第一及び第二の係止部としては、例えば
孔とこの孔に進出する方向に付勢されている爪、及び、孔とボルト及びナット、等が挙げ
られる。第一及び第二の係止部は、反応容器の温度が比較的高い場合での焼き付きを防止
する観点から、前記の孔と爪のような簡易な構成であることが好ましい。
【００４９】
　前記通気栓は、触媒の保持に十分な剛性を有する材料で形成される。このような材料と
しては、例えばステンレス等の金属及びセラミックが挙げられる。通気栓は、耐熱性や耐
反応性の観点から、伝熱プレートと同じ材料で形成されることが好ましい。
【００５０】
　前記区画へ充填される触媒には、気相反応で管又は伝熱プレート間の隙間に充填される
通常の粒状の触媒を用いることができる。触媒は一種でも二種以上でもよい。このような
触媒としては、例えば粒径（最長径）が１～２０ｍｍであり、比重が０．７～１．５であ
る触媒が挙げられる。また触媒の形状としては、例えば球状、円柱状、ラシヒリング状が
挙げられる。触媒の形状は、前記仕切りが伝熱プレートの表面に密着しない形状に形成さ
れている場合では、仕切りと伝熱プレートとの隙間の最大値の１．２～２倍の最小径を有
する形状であることが、前記区画からの触媒の漏れを防止する観点から好ましい。
【００５１】
　各区画には、一区画の容量と同量の触媒を一区画に連続して又は断続的に充填すること
によって、触媒を充填することができる。触媒の適切な充填状態は、例えば区画間におけ
る充填された触媒（触媒層）の天面の位置の対比や、各区画における前記天面の実測値の
バラつきや分布状態を分析し異常区画を摘出したり、各区画の前記天面の計算値との比較
によって判断することができる。
【００５２】
　また各区画に充填された触媒は、通気栓を取り外して区画の端部から触媒を取り出すこ
とによって、区画単位で抜き出すことができる。
【００５３】
　本発明のプレート式反応器は、前述した構成要素以外の他の構成要素をさらに有してい
てもよい。このような他の構成要素としては、例えば、前記仕切りを固定するための仕切
り用係止部が挙げられる。
　以下、本発明のプレート式反応器を、図面を用いてより具体的に説明する。
【００５４】
　本発明のプレート式反応器は、例えば図１～３に示すように、矩形のケーシング１と、
伝熱管２を有し、ケーシング１内に対向して並んで設けられる複数の伝熱プレート３と、
伝熱管２に供給される熱媒を収容する熱媒収容部４と、隣り合う伝熱プレート３間の隙間
をケーシング１内の通気方向に沿って、触媒が充填され保持される複数の区画に仕切る複
数の仕切り５と、通気性を有し各区画の下端部を塞ぐ複数の通気栓６と、伝熱プレート３
の上部に設けられる穴あき板７と、熱媒収容部４の熱媒を循環させるためのポンプ８と、
循環する熱媒の温度を調整するための温度調整装置９とを有する。
【００５５】
　ケーシング１は、断面形状が矩形の通気路を形成しており、前記反応容器に相当する。
ケーシング１は、ケーシング１の上端及び下端に、対向する一対の通気口１０、１０'を
有しており、通気口１０を含むケーシング端部１１と、通気口１０'を含むケーシング端
部１１'と、伝熱プレート３が収容されるケーシング本体とから構成されている。ケーシ
ング端部１１、１１'は、ケーシング本体に対して着脱自在にそれぞれ接続されている。
伝熱管２は、例えば長径が１０～１００ｍｍであり短径が５～５０ｍｍの断面形状が楕円
形の管である。
【００５６】
　伝熱プレート３は、複数の伝熱管２が断面形状の端縁で連結した形状を有している。伝
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熱プレート３は、楕円弧が連続して形成された二枚の波板を両波板の弧の端に形成される
凸縁で互いに接合することによって形成されている。隣り合う伝熱プレート３は、表面の
凸縁同士が対向するように並列していてもよいが、図１のプレート式反応器では、一方の
伝熱プレート３の表面の凸縁と、他方の伝熱プレート３の表面の凹縁とが対向するように
並列している。
【００５７】
　伝熱プレート３は、例えば図４に示すように、断面の大きさが異なる三種の伝熱管２ａ
～２ｃを上部、中部、及び下部のそれぞれにおいて含んでいる。伝熱プレート３は、伝熱
管２ａ～２ｃの長軸が一直線上に配置されるように形成されている。また例えば、伝熱管
２ａは、伝熱プレート３の高さの３０％分の伝熱プレート３を形成し、伝熱管２ｂは伝熱
プレート３の高さの２０％分の伝熱プレート３を形成し、伝熱管２ｃは伝熱プレート３の
高さの４０％分の伝熱プレート３を形成している。伝熱プレート３の高さの１０％分は、
伝熱プレート３の上端部及び下端部の接合板部で形成されている。
【００５８】
　伝熱プレート３の上部に形成されている伝熱管２ａの断面形状は、長径が５０ｍｍであ
り、短径が２０ｍｍの楕円形であり、伝熱プレート３の中部に形成されている伝熱管２ｂ
の断面形状は、長径が４０ｍｍであり、短径が１６ｍｍの楕円形であり、伝熱プレート３
の下部に形成されている伝熱管２ｃの断面形状は、長径が３０ｍｍであり、短径が１０ｍ
ｍの楕円形である。
【００５９】
　なお、伝熱プレート３は、反応容器全体において異なる間隔で並列していてもよいが、
図１のプレート式反応器では、同じ間隔（例えば伝熱管２ａの外壁間の最短距離が１４ｍ
ｍ（各伝熱プレート３の伝熱管の長軸間の距離が３０ｍｍ））で並列している。
【００６０】
　熱媒収容部４は、ケーシング１の対向する一対の壁に設けられる容器であり、各伝熱管
２に熱媒を供給するための供給口が前記壁に形成されており、例えば反応容器全体におい
て、熱媒が伝熱管２を介して熱媒収容部４間を蛇行するように、所定の高さにおいて複数
に区切られている。
【００６１】
　仕切り５は、隣り合う伝熱プレート３の間を、ケーシング１内の通気方向に沿って設け
られている。仕切り５は、反応容器全体において異なる間隔で設けられていてもよいが、
図１のプレート式反応器では、同じ間隔（例えば１，０００ｍｍ）で並列し、２２Ｌの容
積の区画を形成している。例えば仕切り５は、図５に示すような、伝熱プレート３の表面
の凹凸に密着する側縁を有する形状のステンレス製の板であり、下端部に窓１２を有して
いる。
【００６２】
　通気栓６は、図６に示すように、各区画の下端部に設けられる。通気栓６は、例えば図
７に示すように、各区画の断面形状の同じ矩形の通気板１３と、通気板１３の短辺から下
方に垂設される第一のスカート部１４と、通気板１３の長辺から下方に垂設される第二の
スカート部１５とを有している。第一のスカート部１４には、図７に示すように、矩形の
係止窓１６と、その隣に併設される係止爪１７とが形成されている。
【００６３】
　通気栓６は、図８に示すように、通気板１３と各スカート部１４及び１５とを展開した
形状であって、スカート部１４には係止窓１６と係止爪１７となる切り込みとが形成され
ているステンレス製の板を、通気板１３と各スカート部１４、１５との境界で折り曲げ、
各スカート部の縁を溶接することによって形成されている。通気板１３は例えば２ｍｍの
円形の孔が開口率３０％で形成された板である。
【００６４】
　第一のスカート部１４において、係止爪１７は、第一のスカート部１４の下端縁からの
平行な二本の切り込みを外側に凸に折り曲げて形成されている。それぞれの第一のスカー
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ト部１４において、係止窓１６及び係止爪１７は、通気板１３に対する位置関係がそれぞ
れにおいて同じに設けられている。したがって、対向する一対の第一のスカート部１４に
おいて、一方の係止窓１６と他方の係止爪１７とが対向し、一方の係止爪１７と他方の係
止窓１６とが対向している。なお、係止窓１６は、係止爪１７を収容する幅と高さを有す
る大きさで形成されており、仕切り５の窓１２は、係止窓１６と係止爪１７とが同時に含
まれる幅及び高さを有する大きさで形成されている。
【００６５】
　通気栓６は、各区画の下端から通気板１３を上に各区画に挿入される。このとき係止爪
１７は、外側への付勢に抗して仕切り５に押さえられるが、窓１２に到達したときに、図
９に示すように、仕切り５の押さえつけから開放されて窓１２に向けて進出し、窓１２に
係止する。窓１２は第一係止部に相当し、係止爪１７は第二の係止部に相当している。
【００６６】
　穴あき板７は、充填される触媒の最長径に対して０．２～０．８倍の径を有する孔が２
０～９９％の開口率で設けられている板である。図１のプレート式反応器では、穴あき板
７は、最も外側に配置される伝熱プレート３とケーシング１の壁との間の隙間への通気を
防止するために、図３に示すように、最も外側に配置されている伝熱プレート３の端縁か
らケーシング１の壁までの隙間を塞ぐように形成されている。
【００６７】
　ポンプ８には、所望の温度の熱媒を移送することができる装置が用いられる。また、温
度調整装置９には、熱媒の温度を所望の温度に制御することができる熱交換器等の装置が
用いられる。熱媒収容部４、ポンプ８、及び温度調整装置９は熱媒供給装置を構成してい
る。
【００６８】
　伝熱プレート３間への触媒の充填は、各区画へ触媒の充填することによって行われる。
伝熱プレート３と仕切り５とによって形成されている区画は全て同じ容積を有しているこ
とから、一区画の容量と同等の容量（例えば一区画の容量に対して９７～１０３％の体積
）の触媒が各区画に充填される。
【００６９】
　一区画に充填される容積の触媒は、予め測定し小分けして、ビニールなどの袋詰めにし
ておくと都合がよい。触媒などの粉粒体の容量は正確な測定が困難なことが多いので、予
め充填されたときの嵩密度を決定し、触媒の重量を測定して小分けすることもできる。こ
の際には、袋一つ当たりの触媒の重量が小分け袋の取り扱い易さを左右することが多く、
一袋当たりの触媒の重量は、例えば１００ｋｇ以下であることが好ましく、１０～５０ｋ
ｇであることより好ましい。
【００７０】
　触媒の良好な充填状態は、触媒の充填高さの理論値と実測値との比較（例えば理論値に
対する実測値の誤差が１０％以内）や、各区画間での触媒の充填高さの比較（例えば各区
画間の充填高さの差が充填高さの５％以内）によって判断することができる。
【００７１】
　一区画における触媒の充填状態が不良であった場合には、その区画の通気栓６が外され
、その区画の下端からその区画に充填された触媒のみが抜き出される。仕切り５の窓１２
は、通気栓６が固定されるときに係止窓１６と係止爪１７とを含む大きさに形成されてい
ることから、窓１２は、仕切り５を介して隣り合う二つの通気栓６の係止窓１６及び係止
爪１７に対して開口している。さらに、係止窓１６は係止爪１７を含む大きさに形成され
ていることから、仕切り５を介して隣り合う二つの通気栓６における一方の係止窓１６は
他方の係止爪１７に対して開口し、他方の係止窓１６は一方の係止爪１７に対して開口し
ている。このように、係止している係止爪１７は、通気板１３の下側の空間に対して、隣
の通気栓６によって遮られないことから、通気板１３の下側の空間において、係止爪１７
を直接押すことができる。したがって通気栓６は、例えば図１０に示すような、係止窓１
６に挿入可能な鉤を先端に有する工具を用い、仕切り５を介して隣り合う通気栓６の係止
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窓１６及び仕切り５の窓１２を通して、前記の鉤で係止爪１７を押し、係止爪１７と窓１
２との係止を解除することによって外すことができる。
【００７２】
　触媒を抜き出したら再び通気栓６をその区画の下端から挿入して固定し、その区画に触
媒を充填することにより、各区画における触媒の充填をやり直すことができる。
【００７３】
　前記プレート式反応器は、仕切り５を有することから、区画単位で触媒を一定の状態で
充填することによって、触媒を反応器全体で均一に充填することができる。したがって、
このような区画が形成されない伝熱プレート３間への触媒の充填に比べて、触媒の正確な
充填をより容易に行うことができる。
【００７４】
　また前記プレート式反応器は、伝熱プレート３と仕切り５とによって形成される全区画
が同じ容量を有することから、一回の触媒の充填作業に用いられる触媒が一定である。し
たがって、このような区画が形成されない伝熱プレート３間への触媒の充填に比べて、触
媒の充填作業をより迅速に行うことができる。
【００７５】
　さらに前記プレート式反応器は、仕切り５を有することから、触媒の充填状態を区画単
位で判断することができる。したがって、触媒の充填状態が不良である場合には、不良と
判断された区画の触媒のみを充填し直すことによって、触媒の充填状態を修正することが
できる。したがって、このような区画が形成されない伝熱プレート３間への触媒の充填に
比べて、触媒の充填作業の調整をより容易に行うことができる。
【００７６】
　また前記プレート式反応器は、通気栓６を有することから、区画単位で触媒を容易に抜
き出すことができる。したがって、触媒の充填状態が不良である場合には、不良と判断さ
れた区画の通気栓を取り外して触媒を区画から抜き出し、その区画へ触媒を充填し直すこ
とによって、特定の区画の触媒の充填状態を容易に修正することができる。したがって、
このような区画が形成されない伝熱プレート３間への触媒の充填に比べて、触媒の充填作
業の調整をより一層容易に行うことができる。
【００７７】
　また通気栓６は、矩形の通気板１３と第一及び第二のスカート部１４、１５とを有する
ことから、各区画の触媒層を支える十分な強度を得る観点で優れている。また、通気栓６
は、鋼板の打ち抜き、折り曲げ、及び溶接によって得られることから、このような優れた
通気栓６を容易に得ることができる。
【００７８】
　また通気栓６は、対向する一対の第一のスカート部１４のそれぞれに係止窓１６と係止
爪１７とを有し、対向する一対の第一のスカート部１４において、一方の係止窓１６と他
方の係止爪１７とが対向し、一方の係止爪１７と他方の係止窓１６とが対向することから
、仕切り５を介して隣り合う通気栓６において、それぞれの通気栓６から突出する係止爪
１７が重なり又は当接することがなく、通気栓６を十分な強度で固定し、また通気栓６の
取り外しを容易に行う観点において優れている。
【００７９】
　さらに仕切り５の窓１２が、通気栓６が固定されるときに係止窓１６と係止爪１７とを
含む大きさに形成されていることから、仕切り５に接する二つの通気栓６のいずれの係止
爪１７とも着脱自在に係止する。このように前記プレート式反応器は、単一の規格の窓１
２を有する仕切り５が設けられることから、通気栓６の着脱自在な構成を安価に構成する
観点において優れている。
【００８０】
　また前記プレート式反応器は、通気板１３の下方で係止爪１７と窓１２との係止という
接触面積の小さな接触によって通気栓６が固定されることから、酸化反応のような比較的
高温の条件の反応に用いられたときの係止爪１７と窓１２との焼き付きを防止する観点か
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ら優れている。
【００８１】
　なお、前記プレート式反応器では、第二の係止部としての窓１２を仕切り５に設けてい
るが、このような第二の係止部を伝熱プレート５の下端部に設けても、図１のプレート式
反応器と同様に通気栓６を設けることができる。さらには第二の係止部を仕切り５の下端
部と伝熱プレート５の下端部の両方に設けてもよく、この場合では通気栓の固定強度を高
める観点から効果的である。
【００８２】
　また仕切りには、例えば、第二の係止部の種類や設置場所、仕切りと伝熱プレートとの
間に生じる隙間の大きさ、伝熱プレート間の距離に応じて種々の仕切りを用いることがで
きる。このような仕切りとしては、例えば図１１及び１２に示すように、伝熱プレート３
の表面の凹凸に密着する側縁を有する形状の網、隣り合う伝熱プレート３間の最短距離の
直径又は幅を有する板や図１３及び１４に示すような丸棒や角棒、図１５に示すように、
仕切り５の側縁が、伝熱プレート３の凹縁に向けて突出し、伝熱プレート３の凸縁から離
間するジグザグ型の板や網、及び、グラスウール等の保形性を有さない材料による部材が
挙げられる。
【００８３】
　図１１及び１２に示すような仕切りは、この仕切りに用いられている網が、触媒が漏れ
出ない程度の大きさの目（例えば触媒の最長径の０．５倍以下）を有する場合に好適に用
いることができる。仕切りに用いる網の目の大きさは、触媒の最小径の０．８倍以下の目
開きであることが好ましい。
【００８４】
　また、図１３及び１４に示すような仕切りは、伝熱プレートと仕切りとの間に、触媒が
漏れ出るほどの幅の隙間が形成されない場合に、好適に用いることができる。また、図１
５に示すような仕切りは、一方の凸縁に他方の凹縁が対向するように並列する二枚の伝熱
プレート３の距離（各伝熱プレート３における伝熱管２の長軸間の距離の平均値）が、各
伝熱プレート３における伝熱管の最大の短径の半値の和の０．９～１．５倍であるときに
、好適に用いることができる。
【００８５】
　仕切りには、例えば第二の係止部を仕切りに設けない場合では、前述のいずれの仕切り
をも用いることができる。また例えば第二の係止部が窓である場合には、通気栓を支える
ことが可能な窓を設けることができる板状の部材を用いることができる。また例えば第二
の係止部が窓である場合には、仕切りには、前記窓として用いられる十分な大きさの目を
有する網状の部材を用いることができる。
【００８６】
　図５、１１、１２、及び１５に示すような、伝熱プレートの表面の凹凸に接する側縁を
有する形状の仕切りは、伝熱プレートをケーシングに設置する際に、伝熱プレートとそれ
に当接する仕切りとを交互に設置することによって二枚の伝熱プレート間に設けられる。
図１３及び１４に示すような、隣り合う伝熱プレート間の最短距離の直径又は幅を有する
仕切りは、伝熱プレートとそれに当接する仕切りとを交互に設置することによって二枚の
伝熱プレート間に設けてもよいし、既に併設されている伝熱プレートの隣り合う伝熱プレ
ートの間に挿入することによって設けてもよい。網や布、又は薄い鋼板のように可撓性を
有する仕切りは、既に併設されている伝熱プレートの隣り合う伝熱プレートの間に挿入す
ることによって設けることも可能である。
【００８７】
　なお、仕切りは、通気栓６の孔又は伝熱プレート３の端部に設けられた孔や輪のような
さらなる係止部に掛かるフックを有し、このフックを係止部に係止することによって仕切
りを張設することによって、隣り合う伝熱プレート３間の隙間に設けることも可能である
。このような構成は、グラスウール等の保形性を有さない材料を仕切りに用いる観点から
好ましい。
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【００８８】
　また、前記プレート式反応器における通気栓６には、図１６に示すように、係止爪１７
に代えて、先端が窓１２の下端面に接する係止爪１８を有する通気栓を用いることもでき
る。このような通気栓は、通気栓を各区画に強く固定する観点においてより一層優れてい
る。また係止爪１８を有する通気栓は、プレート式反応器の長期の使用の際にも通気栓が
落下して触媒が伝熱プレート間の隙間から脱落するのを防ぐ観点からも有効である。
【００８９】
　また通気栓には、窓１２と係止爪１７のような適切な着脱自在構造を有すれば、様々な
形態の通気栓を用いることができる。このような通気栓としては、例えば図１７に示すよ
うな網又は通気板で形成される円筒、図１８に示すような通気孔を有する板、図１９及び
２０に示すような通気板又は網を一対のスカート部で支持する形状の部材、図２１及び図
２２に示すような表面が網で構成される箱状の部材が挙げられる。
【００９０】
　さらにこのような形態に基づく他の形態の通気栓には、図２３に示すような、各区画の
通気方向に対して通気性を有する第一の通気管１９と、各区画の通気方向に対して通気性
を有し、第一の通気管１９の内部を摺動自在な第二の通気管２０とを有する二重管構造の
通気栓が挙げられる。このような通気栓を用いる場合には、例えば仕切り５には、仕切り
５の下端部の表面から突出するフランジ部２１を設け、両端の仕切り５に接するまで通気
栓を伸ばしてフランジ部２１に載せ、通気栓の摺動方向への伸縮を固定ピン２２によって
固定することによって、前記通気栓が各区画の下部に設置される。
【００９１】
　固定ピン２２は、例えば、固定軸と、その一端に設けられる輪と、その他端に、固定軸
の延出方向に対して直交する方向に設けられる可撓性を有する金属薄板とから構成される
。固定ピン２２を通気栓の下面の通気孔から挿入すると、通気孔の通過時には金属薄板が
撓み、通気孔を通過した後には金属薄板の撓みが解除されて、固定ピン２２が通気栓から
吊り下がっている状態が形成される。また、固定ピン２２の輪を引くことにより、金属薄
板が撓みながら通気孔を通過することで固定ピン２２が引き抜かれ、さらに第二の通気管
２０を摺動させることによって、伝熱プレートの下方から前記通気栓を取り外すことがで
きる。
【００９２】
　又は、前記他の形態の通気栓には、図２４に示すような、第一の通気管１９、第二の通
気管２０、及び第二の通気管２０を第一の通気管１９から突出する方向に付勢するコイル
ばねのような付勢部材２３とを有する通気栓が挙げられる。この通気栓も、フランジ部２
１を有する仕切り５によって各区画の下部に設置される。この通気栓は、付勢部材２３の
付勢に抗して通気栓を縮めてフランジ部２１の上に載せることによって、各区画の下部に
設置される。また、付勢部材２３の付勢に抗して通気栓を縮めることによって、伝熱プレ
ートの下方から前記通気栓を取り外すことができる。固定ピン２２及び第二の通気管２０
の摺動は、固定ピン２２の輪又は第二の通気管２０の下部の通気孔に、図１０に示す工具
の鉤を掛けて行うことができる。
【００９３】
　又は、通気栓には、図２５に示すような、通気板２４と、対向する伝熱プレート３の間
に張設されて通気板２４を下方から支持する係止バネ２５とを有する通気栓が挙げられる
。伝熱プレート３の下端部には、通気板２４が設けられるべき位置に応じて複数対の係止
穴２６が設けられている。通気板２４は、例えば図１８に示される、通気孔を有する板状
の通気部材である。
【００９４】
　係止バネ２５は、対向する伝熱プレートの下端部に挿入されたときに対向する伝熱プレ
ート３の表面を押す方向に付勢するバネ本体２７と、バネ本体２７の付勢方向においてバ
ネ本体２７から突出し、係止穴２６に挿入する突起２８とを有している。係止穴２６は用
いられる係止バネ２５に応じて設けられる。係止バネ２５は、通気部材一体当たり２～１
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０個設けられることが好ましい。
【００９５】
　この通気栓は、例えば、ペンチのような汎用の工具を用いてバネ本体２７の付勢に抗し
て係止バネ２５を縮めて突起２８を係止穴２６に挿入して複数の係止バネ２５を前記区画
の下端部に配置し、配置された係止バネ２５の上に通気板２４を載せることによって形成
することができる。また、この通気栓は、例えば、バネ本体２７の付勢に抗して係止バネ
２６を縮めることによって、前記区画から外すことができる。
【００９６】
　この形態は、仕切りの間隔にとらわれずに係止穴２６と係止バネ２５の位置を調整し、
通気栓の材質や形状に関わらず、通気栓の係止位置の点数を増加することが可能であり、
更には、仕切りがない場合にも通気栓を設置することが可能である。仕切りがない場合と
しては、例えば、伝熱プレートの伝熱管方向の長さが２ｍ以下であり、仕切りを設置する
必要がない場合、及び、仕切りや通気栓の材質や形状が、高温の反応条件下での長期の使
用によって変形して通気栓や仕切りの下部が変形する懸念がある場合、が挙げられる。
【００９７】
　この形態において、充填層を支持するための通気部材には、通気板２４の他に、図１７
～２２に示すような各種の通気部材やその変形例を用いることができる。例えば前記通気
部材には、図２６に示すように、通気板の長手方向の縁に切り欠き部を有する通気板２９
が挙げられる。伝熱プレートの端部の係止穴に係止バネの突起を挿入して通気部材を支持
するとき、突起は第一の隙間から係止穴を通して、隣接する第二の隙間にまで進出するこ
とがある。通気板２９は、第一の隙間から進出する突起に対応する位置に切り欠き部を有
することから、第二の隙間の通気部材として用いることによって、第一の隙間から進出す
る突起が第二の隙間に設置されるべき通気部材の設置の邪魔になることを防止することが
できる。
【００９８】
　また、前記通気部材には、例えば図２７に示すように、通気板の長手方向の断面におい
て一表面側に突出する折り目を有する通気板３０が挙げられる。通気板３０では、通気板
３０の上部に充填された触媒の重量により、前記折り目が伸びて通気板３０が伝熱プレー
トに沿って伸張する。このため、通気板３０の長手方向の両端と伝熱管の軸方向における
前記区画を両端との間に隙間が形成される場合においても、この隙間を塞ぐことができる
。通気栓の装着において仕切りの端部に係止しないときに、伝熱プレートの伝熱管方向の
端部や仕切り端部との間に隙間ができ、該間隙から触媒が落下することを防止することが
できる。さらに通気板３０は、折り目を有することから、熱による伸縮が可能であり、特
に高温の反応条件下において、反応時における充填物の漏れを防止し、反応停止時には冷
えて独立して縮み、伝熱プレート下端部における歪みの発生を抑制することができる。
【００９９】
　前記折り目は、前述したような若干の伸縮を生じさせればよいことから、通気板一枚当
たりの折り目による突出高さの総和が１～６ｃｍ程度であることが好ましく、折り目一つ
当たりの突出高さが０．５～２ｃｍ程度であることが好ましい。
【０１００】
　係止バネ２５には、種々の形態を用いることができる。このような形態としては、例え
ば図２８～図３２に示す形態が挙げられる。バネ本体２７は、前記隙間に充填物が充填さ
れたときに、通気栓が前記区画から脱落するのを、前記区画に設けられる全ての係止バネ
２５によって防止することができる程度の反発力を有していれば、その形態は特に限定さ
れない。また、突起２８は、前記の脱落が防止されるように係止穴２６に挿入される形態
であれば特に限定されず、バネ本体２７に取り付けられる部材や、バネ本体２７の先端に
よって構成することができる。
【０１０１】
　なお、係止バネ２５は、前述したように通気部材の支持に用いられるが、仕切りや伝熱
プレートへの係止構造を有する通気栓を補助的に支持するために、伝熱プレートの下端部
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に係止穴２６を設け、通気部材の支持に用いられるように前記係止構造を有する通気栓を
支持するように設けることもできる。
【０１０２】
　本発明のプレート式反応器は、固定床接触反応に適用され、このような反応の中でも特
に、高い反応熱のために触媒が劣化したり、反応成績が低下することがある反応に適用さ
れる。特に本発明のプレート式反応器は、反応原料がガスでも液でも適用可能であるが、
液状態ある場合に比べて除熱のしにくいガスである場合に好適に用いることができる。
【０１０３】
　例えば、本発明のプレート式反応器が有効に適用される反応には、前記原料が、エチレ
ン；炭素数３及び４の炭化水素、並びにターシャリーブタノールからなる群から選ばれる
少なくとも１種、又は炭素数３及び４の不飽和脂肪族アルデヒドからなる群から選ばれる
少なくとも１種；炭素数４以上の炭化水素（例えばｎ－ブタンやベンゼン）；キシレン及
びナフタレンの一方又は両方；オレフィン；カルボニル化合物；クメンハイドロパーオキ
サイド；ブテン；又はエチルベンゼン；であり、得られる前記反応生成物が、酸化エチレ
ン；炭素数３及び４の不飽和脂肪族アルデヒド及び炭素数３及び４の不飽和脂肪酸の少な
くとも一方；マレイン酸；フタル酸；パラフィン；アルコール；アセトン及びフェノール
；ブタジエン；又はスチレン；である反応が挙げられる。
【０１０４】
　特に好ましくは、ホットスポットが発生しやすいことが知られている、気相接触酸化反
応に適用される。このような反応としては、例えば、反応原料が、炭素数３及び４の炭化
水素、並びにターシャリーブタノールからなる群から選ばれる反応原料の少なくとも１種
、又は、炭素数３及び４の不飽和脂肪族アルデヒドからなる群から選ばれる反応原料の少
なくとも１種、である反応が挙げられる。
【０１０５】
　具体的には、上記炭素数３の炭化水素としては、プロピレン、プロパンが挙げられる。
上記炭素数４の炭化水素としては、イソブチレン、ブテン類、ブタン類が挙げられる。ま
た、上記炭素数３及び４の不飽和脂肪族アルデヒドとしては、アクロレイン、メタクロレ
インが挙げられ、炭素数３及び４の不飽和脂肪酸としては、アクリル酸、メタクリル酸が
挙げられる。
【０１０６】
　前記の反応生成物の製造において、充填物の種類、充填層の温度、及び原料の供給量等
の諸条件は、例えば、多管式反応器やプレート式反応器を用いる前記反応生成物の公知の
製造方法における条件の採用、コンピュータによるシミュレーション等による計算、又は
、公知の条件や計算値に基づく実験による条件の検討、によって決めることができる。
【実施例】
【０１０７】
　次に実施例を用いて、具体的に説明するが、本発明は何ら実施例に限定されるものでは
ない。
【０１０８】
　プレート式反応器として、充填テスト用に図４に示す構成を有するプレート式反応器を
製作した。伝熱プレートにおける伝熱管の軸方向の長さ（伝熱プレートの幅）が５ｍであ
る６枚の伝熱プレートを並列し、伝熱プレートの下部には図１９に示す通気栓を設置した
。この通気栓からの伝熱プレートの軸方向の高さは、１．８８ｍで、伝熱プレートの上端
部における伝熱管の無い直線部の高さは１５０ｍｍであった。並列して配置したときの伝
熱プレートの直線部間の距離は２４ｍｍであった。
【０１０９】
　伝熱プレートは、下記の表１に示す仕様の伝熱管が形成されるように、断面に連続する
波型が形成されるように二枚の鋼板を成形し、成形された鋼板の凸縁同士を接合して形成
した。前記鋼板には、板厚が１ｍｍのステンレス（ＳＵＳ３０４Ｌ）製鋼板を用いた。
【０１１０】
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【表１】

【０１１１】
　仕切りは、５０ｃｍ間隔で前記隙間に設けた。仕切りには、図５に示す形状の仕切りを
用い、仕切りの板厚は５ｍｍであった。
【０１１２】
　使用した触媒は、Ｍｏ（１２）Ｂｉ（５）Ｃｏ（３）Ｎｉ（２）Ｆｅ（０．４）Ｎａ（
０．４）Ｂ（０．２）Ｋ（０．０８）Ｓｉ（２４）Ｏ（ｘ）の組成の複合金属酸化物粉末
を調製し、これを成型して外径４ｍｍφ、高さ３ｍｍの円柱状に成形し、焼成したもので
ある。ここで、Ｍｏ、Ｂｉ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｎａ、Ｂ、Ｋ、Ｓｉ、Ｏは原子記号であ
り、Ｏ（ｘ）の（ｘ）は各金属酸化物の酸化状態によって定まる値である。
【０１１３】
　触媒の充填方法は、仕切り板間隔５０ｃｍと同じ幅を有する振動フィーダを用いて行っ
た。触媒を１１．６リットル計量し、それぞれビニール袋に小分けしたもの５５袋を準備
し、フィーダで各区画に充填した。充填速度１Ｌ（リットル）毎分以下（約０．８～０．
９Ｌ／分）の目安で、触媒を供給した。充填高さの理論値は１８２．５ｃｍである。
【０１１４】
　その後、充填高さを測定するため、形成された触媒層の上面を均した。均した触媒層の
上面と伝熱プレートの上端との距離を測定し、伝熱プレートの高さと、前記の測定された
距離との差から充填高さを決定した。
【０１１５】
　振動フィーダによる触媒供給速度のバラつきがあり、一時的に供給速度が大きくなると
きもあった。極端に供給速度が振れたときは、触媒層高さが大きくなり、時にはブリッジ
ングが発生し、区画から溢れることもあったが、その時は、その区画の下部に取り付けら
れた係止部材を外し通気板を取り外して、その区画から触媒を抜き出し、再度充填を行っ
た。再充填は、全部で１５０回の充填において、合計で３回実施すれば良かった。
【０１１６】
　充填高さの測定結果から、触媒層の層高のバラつきは、±５ｃｍ以内であった。これは
、触媒の充填高さの全体に対して±２．７％のバラつきであった。一方、各区画の体積を
、区画に挿入した幅５５ｃｍ、長さ２ｍのポリエチレン製の袋内に水を導入することによ
って測定した結果、各区画の容積の設計値に対する実測値の誤差は±１．５％であった。
これらの測定結果から、仕切りによって形成された区画への触媒の充填によって、プレー
ト式反応器の各隙間に触媒を非常に均一に充填することができたことがわかった。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　プレート式反応器では、触媒層の厚さを調整することによって反応を制御することが行
われることがある。このようなプレート式反応器では、反応器全体において触媒を均一に
充填することがより一層困難であるが、本発明のプレート式反応器は、触媒の適切な充填
を迅速、正確、かつ容易に行うことができ、プレート式反応器の設置、保守管理、及び定
期点検における作業性の格段の向上が期待される。



(18) JP 5532652 B2 2014.6.25

10

20

【符号の説明】
【０１１８】
１　ケーシング
２、２ａ～２ｃ　伝熱管
３　伝熱プレート
４　熱媒収容部
５　仕切り
６、７　穴あき板
８　ポンプ
９　温度調整装置
１０、１０'   通気口
１１、１１'  ケーシング端部
１２　窓
１３、２４、２９、３０　通気板
１４　第一のスカート部
１５　第二のスカート部
１６　係止窓
１７、１８　係止爪
１９　第一の通気管
２０　第二の通気管
２１　フランジ部
２２　固定ピン
２３　付勢部材
２５　係止バネ
２６　係止穴
２７　バネ本体
２８　突起
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